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ＩＡＥＡにおける安全基準に係わる検討状況について 
－放射性廃棄物処分を中心に－ 

 

高須 亜紀* 
 
 IAEA（International Atomic Energy Agency）は，原子力施設の安全に関する重要事項について，加盟国全体の共通の基盤を
提供するために，原子力安全基準（Nuclear Safety Standards: NUSS）の策定を 1975年に開始した．その後，IAEAは NUSS
計画にならい，放射性廃棄物の安全管理に関する一貫した包括的な原則，基準類を作成・出版し，加盟国での放射性廃棄物

の安全管理に資することを目的として，1991年から放射性廃棄物安全基準（Radioactive Waste Safety Standard: RADWASS）
文書の策定を開始した．RADWASS 文書の策定は，IAEA において現在も進行中であり，我が国もこのプロジェクトに発足
当初から積極的に協力を行っている．  
本稿では，IAEAにおける安全基準文書の全体像（経緯，体系，位置づけおよび検討手順等）について概観した後，RADWASS
文書の検討状況および最近の論点について紹介する． 
Keywords: 安全基準，IAEA，RADWASS，放射性廃棄物処分 
 

The International Atomic Energy Agency (IAEA) started establishing a Nuclear Safety Standards (NUSS) in 1975, 
in order to provide regulatory authorities of Member States with the international common bases on the important matters 
about the safety of nuclear facilities. Then, the IAEA planned also to provide Radioactive Waste Safety Standards 
(RADWASS) in 1991, which aimed at establishing a coherent and comprehensive set of principles and standards for the 
safe management of radioactive waste and formulating the guidelines necessary for their application. The RADWASS 
programme is currently under progress in IAEA, and Japan has been actively participating in this project from the 
beginning. This paper overviews the safety standards in IAEA, the current status of RADWASS programme, and the on 
going discussions. 
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1 はじめに 

 
 IAEA（International Atomic Energy Agency）は，原子力施
設の安全に関する重要事項について，加盟国全体の共通の

基盤を提供するために，原子力安全基準（Nuclear Safety 
Standards: NUSS）の策定を 1975年に開始した．その後，
IAEAは NUSS計画にならい，放射性廃棄物の安全管理に
関する一貫した包括的な原則，基準類を作成・出版し，加

盟国での放射性廃棄物の安全管理に資することを目的と

して，1991年から放射性廃棄物安全基準（Radioactive Waste 
Safety Standard: RADWASS）文書の策定を開始した．この
ほか，放射線および輸送の分野においても，それぞれ安全

基準文書の策定が進められている． 
 IAEA の国際基準の文書数は次第に増えて，それぞれの
内容の充実も図られたが，同じ IAEA文書でありながらも
分野間で整合性に欠ける点が指摘されるようになった．こ

のため IAEA事務局は，1996年に IAEA内部の事務局体制
を再編成し，IAEA 文書として分野を超えて相互に調和が
とれ国際合意を得た文書シリーズとするために，安全基準

文書構造の改革を行った[1]． 
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以下に，この新たな構造をもつ安全基準文書の全体像に

ついて概観し，特に RADWASS文書の検討状況および最近
の論点について紹介する． 
 
 
 

2 安全基準文書の全体像 

 

2.1 IAEA における安全基準検討組織体系 

IAEA では，文書の策定にあたって，分野ごとおよび分
野間の整合性や内容的な重複の回避を目的に，原子力施設，

放射線，放射性廃棄物および輸送の４分野について，以下

に示す分野別の委員会と，これらの委員会を統括する安全

基準委員会（Commission for Safety Standard: CSS）を設置
して，文書の策定作業を進めている（Fig. 1参照）． 
・ 輸送安全基準委員会（TRANSSC: Transport Safety 

Standard Committee） 
・ 原子力安全基準委員会（NUSSC: Nuclear Safety 

Standard Committee） 
・ 放射線安全基準委員会（RASSC: Radiation Safety 

Standard Committee） 
・ 廃棄物安全基準委員会（WASSC: Waste Safety 

Standard Committee） 
RADWASS文書については，WASSCで策定が進められ
ている． 
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ensure safety.

Requirements specify basic requirements which must be satisfied to ensure 
safety for particular activities or application areas.
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2.2 安全基準文書の階層構造 

 安全基準文書体系の改革後，既存の 4つの分野に共通す
る一般的な分野の安全基準文書（General Safety Standards）
が策定されることになった．その上でさらに各分野の安全

基準文書が計画されており，Fig.2 に示すようにそれぞれ
の分野で策定される安全基準文書は「安全原則」，「要件」，

「指針」からなる階層構造となっている．頂点に位置する

ものが「安全原則」で，安全の概念，目標，基本原則を記

述している．「要件」は，安全を確保するための基本的な

安全要求を記述しており，「指針」は安全要件を満足する

具体的な方法を示している． 
なお，原則及び要件の文章については，要求事項を記載

しているため「shall（～しなければならない）」文，指針
については「should（～すべきである）」文で表現されてい
る． 

 
2.3 安全基準文書の位置づけ 

 IAEA が策定する安全基準文書は，原子力安全に関する
重要事項について，加盟国がこれを参考にして自国の事情

を考慮しつつ国内基準を作成できるようにするための共

通の基盤を提供することが目的であり，加盟国を法的に拘

束するものではない．最終的に検討が終了して出版される

IAEA の安全基準文書の「まえがき」にはすべて，“The 
IAEA’s safety standards are not legally binding on Member 
States but may be adopted by them, at their own discretion, for 
use in national regulations in respect of their own activities.”と
いう一文が記載されており，加盟各国がそれぞれの判断に

より自国の規制に取り入れるものと位置づけられている． 
 
2.4 安全基準文書の策定手順 

 IAEAにおける安全基準文書の策定は，Fig. 3に示す手順 
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Fig. 3 Safety Standards Preparation Process  
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に従って進められている．これまでは，策定が終了しなけ

れば文書の入手ができなかったが，最近では IAEAのホーム
ページ(http://www.iaea.org/ns/committees/drafts/inclSStandards 
Drafts.htm)上で検討中の安全基準文書のドラフトが閲覧で
きるようになっている． 
① DPP(Document Preparation Profile)の策定 
各文書のドラフト作成に先立ち，その文書の背景，

適用範囲，目的，策定スケジュールを記載した骨子

案を作成する．DPPは各安全基準委員会および CSS
で審議される． 
② 専門家会合によるドラフト作成 
承認された DPP に基づき，数人の専門家によるコ
ンサルタント会合（CM: Consultant Meeting）や加盟
国から派遣される数名の専門家により構成される

技術委員会（TCM: Technical Committee Meeting）に
おいて，ドラフトの作成作業が行われる． 
③ 安全基準委員会によるドラフト検討 

CMや TCMで策定されたドラフトは，各分野別の
委員会で検討される．ここで承認された場合には，

加盟国に対し正式にドラフトの検討依頼が行われ

る．ここでの検討結果で修正が必要とされた場合に

は，再度 CMや TCMで見直し，修正が行われる． 
④ 加盟国によるドラフト検討 
加盟国は，自国の法律・基準および現場の状況を考

慮しつつ，ドラフトの検討を行い，必要なコメント

を提出する． 
⑤ 安全基準委員会によるドラフトの再検討 
加盟国から寄せられたコメントに基づき，再度ドラ

フトの検討を行う．検討の結果承認されれば，次の

CSSに上程される．承認されない場合には，②～④
の手順を繰り返すことになる． 
⑥ CSSによるドラフト検討 
各委員会で承認された最終ドラフトは，CSSにおい
て検討が行われる．検討の結果，出版が承認される

と，IAEA内の出版委員会においてレイアウト，字
句，文法等編集上のチェックが行われる． 
⑦ IAEA理事会による承認 

CSSの承認を得た文書の中で，上位文書である安全
原則と安全要件については，IAEA理事会の承認を，
また安全指針は IAEA 事務局長の承認を得て出版
される． 

2.5 安全基準文書の出版計画 

 Fig. 4に 4つの委員会（輸送，原子力，放射線および廃
棄物）共通で策定される共通安全文書の出版計画を，Fig. 5
に RADWASSの出版計画を示す．先に述べたように，どち
らも「原則」を頂点として階層構造を成しており，共通安

全文書には，法的基盤と行政基盤，緊急時対応および品質

保証の 3つのサブ分野が設定されている．RADWASS文書

については，基礎基盤，放出，処分前，処分，修復の 5つ
のサブ分野に分けられ，そのサブ分野ごとにすべての安全

上の要求を盛り込んだ安全要件５件と，その安全上の要件

を満足する方法を示す安全指針文書 16件の合計 22件の文
書が計画されており，このうちすでに 11 件の文書が出版
されている（Fig.5で網掛けで示したもの）．予定では，2003
年中にすべての文書の策定を終了することになっている

が，国際合意を得るのに時間がかかっており，全体的に策

定スケジュールは遅れている． 
 なお，策定途中のドラフト版の文書番号については，

Draft Standardsの略で，DSという番号がつけられている．
策定が終了し，出版されるに至った段階で初めて正式番号

が与えられ，RADWASSの文書であれば，Waste Safetyの
略で WS，次の枝番として要件か指針かの違いを示すため
に R か G が付され，その次の枝版に出版される順番によ
るシリーズ番号がつけらることになっている（Fig. 6参照）．
なお，この番号体系は 1996 年の改革によって統一された
もので，それ以前に出版されている文書については，以前

の S.S.No.111-××というナンバーが残っている． 
 
3  RADWASS 計画における安全原則 “ Safety Series 

No.111-F, The Principles of Radioactive Waste Management 

(1995)”[2]について 
 
 RADWASS文書の階層構造で最上位に位置する「安全原
則」は，1995年に出版された．本安全原則は，低レベル放
射性廃棄物から高レベル放射性廃棄物までを包含する廃

棄物を安全に管理するための原則をまとめたものであり，

9 つの安全原則と，それを補足する文章群から構成されて
いる．以下に，各原則の主文を示す． 
原則 1：人の健康の防護 
放射性廃棄物は，人の健康に対する受容可能な防護レ

ベルを保証するような方法で管理されなければならな

い． 
原則 2：環境の保護 
放射性廃棄物は，環境保護が受容可能なレベルで行え

るような方法によって管理されなければならない． 
原則 3：国境を越えての防護 
放射性廃棄物は，国境を越えて起こりうる，人の健康

および環境に対する潜在的影響が確実に考慮されるよ

うな方法で管理されなければならない．  
原則 4：将来世代の防護 
放射性廃棄物は，将来世代の健康に対して予想される

影響が，現在受け入れられている影響のレベルより大き

くならないような方法で管理されなければならない． 
原則 5：将来世代への負担 
放射性廃棄物は，将来世代へ過度の負担を強いないよ

うな方法で管理されなければならない．
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Fig. 4 General Safety Standards Publication Plan 

Fundamentals

Requirements

Ｇｕｉｄｅs

Objectives and Principles of Nuclear, Radiation, Radioactive Waste and Transport Safety（DS298／2003）

Legal and Governmental 
Infrastructure for Nuclear, Radiation, 
Radioactive Waste and Transport 
Safety （GS-R-1／2000）

Preparedness and Response for 
a Nuclear or Radiological 
Emergency （GS-R-2／2002）　

Organization and Staffing of the 
Regulatory Body for Nuclear 
Facilities （GS-G-1.1／2002）

Review and Assessment of Nuclear 
Facilities by the Regulatory Body
（GS-G-1.2／2002）

Regulatory Inspection of Nuclear 
Facilities and Enforcement by the 
Regulatory Body (GS-G-1.3／2002)

Documentation for Use in Regulating 
Nuclear Facilities （GS-G-1.4／2002）

Preparedness for Nuclear and 
Radiological Emergencies 
（DS105／2004）

Criteria for Use in Planning 
Response to Nuclear and 
Radiological Emergencies   
（DS44／2005）

The Format and Content of Safety 
Analysis Reports for NPPs
（DS309／2003）

Protection and Safety of Radiation 
Sources in Medicine, Agriculture, 
Research, Industry and Education
（DS67／2004）

Quality Management Systems for 
Regulatory Bodies (DS113/2004)

Quality Management System for 
Technical Services in Radiation 
Safety （DS315／2004）

Quality Management Systems in 
Radiation Safety for Users
（DS319／2005）

Note 

: Published

The Principles of Radioactive Waste Management （ S.S.111-F/1995）　　

Legal and Governmental 
Infrastructure for Nuclear, 
Radiation, Radioactive 
Waste and Transport 
Safety  
（GS-R-1/2000）　

Predisposal Management of Radioactive Waste, 
including Decommissioning
（WS-R-2/2000）

Near Surface 
Disposal of 
Radioactive Waste 
（WS-R-1 / 1999）

Geological Disposal of 
Radioactive Waste
(DS154 / 2004)

Remediation of 
Areas 
Contaminated by 
Past Activities and 
Accidents
(DS162 / 2003) 

Classification of 
Radioactive Waste
（ S.S. 111-G-1.1/ 
1994）

Strategy for 
Environmental and 
Source Monitoring for 
Public Protection 
Purposes （DS62/ 
2002）

Fundamentals

Requirements

Ｇｕｉｄｅs

Predisposal Management 
of Low and Intermediate 
Level Radioactive Waste 
（WS-G-2.5/ 2003）

Decommissioning of 
Nuclear Power Plants 
and Research Reactors 
（WS-G-2.1/ 1999）

Predisposal Management 
of High  Level Radioactive 
Waste  （WS-G-2.6/ 2003）

Management of 
Radioactive Waste from 
the use of Radioactive 
Materials in Medicine, 
Industry and Research
（DS160/ 2003）

Storage of Radioactive 
Waste （DS292/ 2004）

Regulatory Control of 
Radioactive Discharges to 
the Environment
（WS-G-2.3/ 2000）

Safety Assessment for 
Nuclear and Radiation 
Facilities other than 
Reactors and Waste 
Repositories （DS284/ 2003）

Decommissioning of 
Medical, Industrial and 
Research Facilities 
（WS-G-2.2/ 1999）

Decommissioning of 
Nuclear Fuel Cycle 
Facilities  
（WS-G-2.4/ 2001）

Sitting of Near Surface 
Disposal Facilities 
（S.S.111-G-3.1/1994）

Safety Assessment for  
Near Surface Disposal
（WS-G-1.1 /1999）

Sitting of Geological  
Disposal Facilities 
（S.S.111-G-4.1/1994）

Management of 
Radioactive Waste 
from the Mining and 
Milling of Ores
（WS-G-1.2 / 2002）

Derivation  of 
Remediation 
Values for  Areas 
with Radioactive 
Residues from 
Past Activities and 
Accidents and 
their 
Implementation
(DS172 / 2005) 

Note 

: Published

Fig. 5 RADWASS Publication Plan  
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原則 6：国の法的枠組み 
放射性廃棄物は，責任の明確な割り当てと，独立した

規制機能を備えた適切な国の法的枠組みのもとで管理

されなければならない． 
原則 7：放射性廃棄物の発生の抑制 
放射性廃棄物の発生は，可能な限り低く保たれなけれ

ばならない． 
原則 8：放射性廃棄物の発生と管理の相互依存性 
放射性廃棄物の発生と管理のすべての段階における

相互依存性が適切に考慮されなければならない． 
原則 9：施設の安全性 
放射性廃棄物管理に係る施設の安全性は，施設の供用

期間中適切に確保されなければならない． 
 
4 今後の RADWASS 文書策定において注目すべき点 

 

4.1 規制管理の対象とする放射性物質の濃度基準に関する

文書の策定 

 2001年に開催されたIAEA理事会において，下記の3ケー
スにおいて考慮されている被ばく経路がそれぞれ異なる

こと，同一の放射性核種に対して算出された数値が桁レベ

ルで異なっており，このままの状態で検討を進めた場合に

将来混乱が発生する可能性があることから，規制管理の対

象とする放射性物質の濃度基準を統一的に設定すべきと

の決定がされた． 
① 1996年１月に，各国の意見を募集するために中
間的に検討状況を取りまとめた文書 TECDOC-855
「固体状物質に含まれる放射性核種のクリアラン

スレベル」[3]を出版し，原子炉施設等における比較
的多量の廃棄物等の固体状物質を念頭に，放射線防

護に関る規制の体系から外された後の用途または

行き先を限定しない無条件クリアランスレベルを

示した（これは，クリアランスレベルの考え方や導

出方法を示した技術文書である）． 
② 1996 年 2 月に，食料農業機関 (Food and 

Agriculture Organization; FAO), 国 際 労 働 機 関
(International Labor Organization; ILO)および世界保

健機構（World Hearth Organization; WHO）と協力し
て，放射線安全分野の安全原則となる「電離放射線

に対する防護と放射線源の安全のための国際基本

安全基準（International Basic Safety Standards for 
Protection against Ionizing Radiation and for the Safety 
of Radiation Sources; 通称 BSS）」[4]を出版し，ク
リアランスレベルに関連する概念を整理して示し

た． 
③ 2000年 9月の IAEA総会において，ベラルーシ
からの強い要請により，放射性物質を含んだ商品

（特に食物と木材）の国際取引に係る濃度基準を作

成することが決定され，報告書案の検討が別途進め

られていた． 
Fig. 6 Numbering Safety Standards Series  

これを受け，2001年12月のコンサルタント会合において，
DS161「放射線防護の観点からの規制を必要とする物品中
に含まれる放射性核種量」[5]として，上記3文書の内容を
統合した第１ドラフトを作成し，規制対象範囲レベルとい

う数値を提示した．併せてDS161で提示している数値を導
出した根拠となる安全レポート文書も作成し，加盟各国に

コメントを求めるために配布した．しかしこのドラフトに

対しては，加盟各国から新たな濃度基準システムを構築す

るにあたっての賛否両論を含めた膨大なコメントが寄せ

られた．主な論点は，提示されている数値の導出根拠や既

存の文書との関連性が不明確という点である． 
クリアランスレベルについては，わが国においても放射

性物質として扱う必要のない物を制度化することを目的

として，IAEAのBSSやTECDOC-855を基に，科学的技術的
な観点からわが国におけるクリアランスレベルの具体的

な数値を算出し，規制に使用できる基準値を導出する作業

をすでに実施している．上記の議論の成り行きによっては，

すでにわが国で示しているもしくは今後進められるクリ

アランスレベルに関連した議論にも影響が及ぶ可能性も

ありうる．また，DS161ではNORM（Natural Occurring 
Radioactive Material）も規制対象としており，合意の取れ
ていない低い数値を設定された場合には，その対応につい

て検討をする必要が出てくる可能性も考えられる． 
IAEAでは現在，これらの加盟各国からのコメントを踏
まえ，濃度基準の枠組みから導出根拠の見直し，今後の策

定方針等について検討が行われている所である． 
  
4.2 地層処分の安全要件文書の策定 

地層処分の安全要件文書については，1994年10月に
Safety Series No.99“Safety Principles and Technical Criteria 
for the Underground Disposal of HLW (1986)”[6]を基にして，
第１ドラフトが作成されたが，地層処分が今までに人類が

経験したことのない事業であること，時間的空間的不確実

性を伴うものであること，対象となる期間が非常に超長期

であること，政策としても方針が決定されないなど不確定

な要素が多いことから，国際的な合意を得た内容にはまと



                     原子力バックエンド研究                March 2003 
 
まらず，ドラフトは白紙撤回の状態になっていた． 

Safety Strategy 
  Legal and Organizational Framework 
   Requirement 1: Government Responsibilities 
   Requirement 2: Regulatory Body Responsibilities 
   Requirement 3: Operator Responsibilities 
  Safety Approach 
   Requirement 4: Importance of Safety in the Development 

Process 
   Requirement 5: Passive Safety 
   Requirement 6: Adequate Understanding and Confidence 

in Safety 
  Safety Function 
   Requirement 7: Multiple Safety Function 
   Requirement 8: Containment 
   Requirement 9: Isolation 
Development of Geological Disposal Facilities 
  Framework for Geological Disposal 
   Requirement 10: Step-by-step Development and 

Evaluation 
  The Safety Case and Safety Assessments 
  Requirement 11: Preparation of the Safety Case and Safety 
Assessments 

   Requirement 12: Scope of the Safety Case and Safety 
Assessments 

   Requirement 13: Documentation of the Safety Case and 
Safety Assessments 

  Development of Geological Disposal Facilities 
   Requirement 14: Site Characterization 
   Requirement 15: Disposal Facility Design 
   Requirement 16: Disposal Facility Construction 
   Requirement 17: Disposal Facility Operation 
   Requirement 18: Waste Acceptance Requirements and 

Criteria 
   Requirement 19: Disposal Facility Closure 
   Requirement 20: Post-closure and Institutional Controls 
   Requirement 21: Monitoring Programmes 
   Requirement 22: Nuclear Safeguards 
   Requirement 23: Quality Assurance 

しかし，2001年6月に地層処分において現状検討すべき
主要な課題について国際的な共通認識を持ち，さらには地

層処分の安全要件文書を作成するための合意形成を推進

させることを目的として，規制機関および研究機関等から

の地層処分分野の専門家を集めた会合が開催された[7]．こ
の他，地層処分を実施するにあたって重要となる事項を検

討するための会合の開催や，それらの重要なテーマを個別

に検討する研究計画，CRP（Co-ordinated Research 
Programme）計画[8]，BIOMASS(International Programme on 
BIOsphere Modelling and Assessment) プロジェクト[9]等の
活動が、IAEAにおいて精力的に進められてきている． 
これらの活動を受けて，2001年10月には地層処分の安全
要件文書DS154“Geological Disposal of Radioactive Waste, 
Draft Safety Requirements”のドラフト[10]が公表され，２．
４で述べた策定手続きのもと現在検討が進められている．

DS154に示されている安全要件は全部で22あり、要件1～9
が安全方策（Safety Strategy）に関するもの、要件10～22
が地層処分施設の開発に関するものとして，分類されて示

されている（Fig.7）．IAEAは，本文書の策定にあたって
はOECD/NEAの意見を反映しながら進めるという方針を
採っており，策定途中でOECD/NEAのメンバーにドラフト
の回付を行い，コメントを求めている． 
今後の検討次第では記載内容の変更が予想されるが，

DS154とSafety Series No.99の内容とを比較すると，これま
で何十年にもわたる処分の研究段階から実施段階を迎え

て，以下のような新たな視点が取り込まれていることがわ

かる． 
・ 信頼性の構築（Confidence Building） 

Fig. 7 Safety Requirements of DS154 
・ 段階的アプローチ（Step-wise Approach） 
・ セーフティケース（Safety Case） 
・ 制度的管理（Institutional Control） 
・ モニタリング計画（Monitoring） 
これらの視点を地層処分事業の進展を軸にして整理す

ると，Fig. 8のような関係になると考えられる．地層処分
に関する意志決定には，技術的な安全性のみならず，地層

処分に関するより広範な社会的な信頼を獲得するための

倫理的な側面を網羅することが重要であると考えられて

いる． 
地層処分事業は，対象とする期間が超長期であり，天然

の地層という不均質で大きな空間領域を有するシステム

要素を含むため，安全性を直接実証することは困難である．

このため処分事業は，ただ１度の政策的な決定によってす

べての計画を進めるやり方ではなく，計画を少しずつ段階

的に進めていく方法（Step-wise Approach）が重要と考えら
れており，すでに各国の処分計画に取り込まれている．各

段階で公衆を含む利害関係者との協議を設けることによ

って，信頼性を得ることや世代間内の公平性を考慮するこ

とが可能になる．十分な判断材料がそろわず，意志決定が

できなかった場合には，計画を元に戻す可能性（可逆性）

や，段階によっては定置した廃棄物を物理的に元に戻す可

能性（回収可能性）といった概念が含まれている．意思決

定には、安全性を判断する十分な根拠（セーフティケース）

が必要であるが，それぞれの段階で意思決定の根拠となる

理解度や利用可能な技術情報のレベルが異なることを考

慮し，利害関係者を含めて段階に応じた適切なセーフティ

ケースを構築する必要がある． 
 
4.3 環境放射線影響に関連する検討 

上述した IAEA S.S.No.111-Fや ICRP Publ.60[11]において，
「人間が放射線に対して最も感受性が高い生物であり，人

間の防護が十分であれば環境における生物や生態系に影

響は生じない」との記述がある．しかし 1992 年 6 月にリ
オデジャネイロで開催された地球サミットを契機に，

環境保護への感心が高まっている．IAEA，ICRPおよび
OECD/NEAといった国際機関ならびに諸外国において，人
間以外の生物種および環境に対する長期的な放射線影響

に関する検討が行われるようになり，関係する国際会議が 
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Step-by-step 
Approach to 
Disposal Facility 
Development

Closure

The Incremental Development of the Safety Case

Confidence Building

Institutional Control, Monitoring

Stakeholder Involvement

Compliance with the 
safety Standards

Reversibility, Retrievability

Construction OperationSiting

Fig. 8 Structure of Long-term Safety of the repository  

多く開催されている（例えば[12]）．放射性廃棄物処分事業
は長期にわたるため，その期間の環境をどのように定義す

るかについては懸案となるところである．RADWASS文書
の策定にあたっても，これらの動向の影響を受ける可能性

があり，今後の方向性に注意を払う必要がある． 
 
5 まとめ 

 

 IAEA の安全基準文書は，法的拘束力はないものの広く
国際的な合意のとれた文書として，これまでわが国の規制

に関する検討において参考とされてきている．今後も，

IAEA の議論の動向には注意を払い，適宜国内の放射性廃
棄物処分事業および規制策定に反映していくことが重要

である． 
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